
令和８年３月５日 

３０５会議室 

 

荒川区町会連合会会議次第 
 

１ 会長あいさつ 

 

２ 区民課長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①令和８年度清掃功労者感謝状贈呈対象者及び常任理事会役員等の推薦について 

(荒川区環境清掃推進連絡会) ······························· ２ページ 

 

②「あらかわの心」ニュース第40号の周知について 

(「あらかわの心」推進運動区民委員会事務局) ········· ３～７ページ 

 

（２）区からの依頼事項 

③令和８年度ボウフラ駆除事業へのご協力について 

 (生活衛生課) ·········································· ８～１４ページ 

 

④「第20回尾久の原公園シダレザクラ祭り」のポスター掲示について 

⑤「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真コンクールのチラシの回覧について 

(土木管理課) ········································· １５～１９ページ 

 

⑥学校施設建替え計画の検討状況（中間報告３回目）について 

(教育施設課) ········································ ２０～２６ページ 

 

⑦令和8年春の荒川区交通安全運動実施結果報告書の提出について 

(生活安全課) ········································ ２７～２９ページ 

 

（３）町会連合会運営事項  

⑧東京アプリについて 

⑨「東京都 かわら版」に関する意向調査のお願い 

(区民課) ·············································· ３０～３６ページ 

 

（４）東京都からのお知らせ  

⑩「外国人住民向けポケットカード」及びチラシのご活用について 

⑪令和8年度地域の底力発展事業助成について 

(区民課) ··············································· ３７～４１ページ 

 

４ 情報交換 

 

５ 次回   ４月６日（月） 午後２時 庁議室 
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令和８年３月５日 

各地区連合町会長 様 

荒川区環境清掃推進連絡会 

会長 鈴木 文男 

令和８年度 清掃功労者感謝状贈呈対象者 

及び常任理事会役員等の推薦について 

１ 清掃功労者感謝状贈呈対象者の推薦について 

  清掃事業に貢献した功績顕著な方（または団体）へ、荒川区環境清掃推進連絡会会

長及び区長の連名で、感謝状を贈呈しますので、対象者の推薦をお願いいたします。 

（１） 推薦人数 後日案内する推薦依頼書に記載します。 

（２） 推薦依頼の時期 

    令和８年４月下旬（予定）に、区民事務所長を通じて推薦依頼書を送付いたし

ます。 

（３） 推薦期限 令和８年５月中旬（予定） 

（４） 感謝状贈呈式 

    荒川区環境清掃推進連絡会定期総会（令和８年７月、サンパール荒川小ホール

を予定）で贈呈式を行います。 

２ 常任理事会役員等の推薦について 

  常任理事会及び女性部会の各役員任期が満了となりますので、新役員の推薦をお願

いします。 

（１） 役職名ごとの推薦人数等 

    役員人数は、推薦依頼書に記載します。 

（２） 推薦依頼書の送付 

    常任理事会の開催後に、区民事務所長を通じて推薦依頼書をご送付いたします。 

（３） 推薦期限  令和８年７月上旬（予定） 

（４） 役員の就任時期（任期１年間） 

    感謝状贈呈式と合わせ開催する定期総会の際の議決等を経て就任します。 

 

 

 

＜問合せ先＞ 荒川区環境清掃推進連絡会事務局 

（清掃リサイクル推進課内） 

電話：５６９２－６６９７ 

担当：栗村・上村 
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    7あらかわの心第29号 

令 和 8 年 3 月 5 日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

｢あらかわの心｣推進運動 

区 民 委 員 会 事 務 局 

 
｢あらかわの心｣ニュース第４０号の周知について（依頼） 

 

早春の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、「あらかわの心」推進運動区民委員会の活動に多大なるご理解、ご支

援をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび｢あらかわの心｣推進運動区民委員会では、｢あらかわの心｣ニ

ュース第４０号を発行いたしました。 

このニュースは、｢あらかわの心｣推進運動の内容をお伝えするとともに、地

域や参加団体で行われている行事や活動の事例を掲載し紹介していくものです。   

第４０号では、参加団体の活動報告を中心に掲載しました。 

つきましては、より多くの方にご覧いただくため、町会・自治会回覧板での

回覧をお願い申し上げます。また、回覧板をご使用でない場合も、皆様でご高

覧頂けますよう、お取り計らいをお願い申し上げます。 

町会長・自治会長の皆様をはじめ、各町会・自治会の皆様におかれましては

本趣旨をご理解いただき、引き続きご協力賜りますよう何卒お願い申し上げま

す。部数の不足など、何かお気づきの点がございましたら、お手数ではござい

ますが下記事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【問い合わせ（事務局）】 

荒川区子ども家庭部児童青少年課青少年育成係 

電話０３－３８０２－３８１４ 
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７荒健衛第４３８３号 

令和８年３月５日 

（ 公 印 省 略 ）  

 

各町会長・自治会長 様 

 

荒川区保健所 生活衛生課長 

田久保 英世 

 

令和８年度ボウフラ駆除事業へのご協力について（お願い） 

 

 

日ごろより当区の環境衛生行政について格別のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

蚊が媒介するデング熱やジカ熱などの感染症を予防するため、平成２８年度から町会、自治会の

ご協力によるボウフラ駆除事業を実施しています。 

令和８年度につきましても、引き続きボウフラ駆除事業を下記のとおり実施しますので、ご協力を

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 実施期間  令和８年５月～１０月（ ６か月間 ） 

 

２ 実施方法  １か月に１回、雨水桝１か所につきボウフラ駆除剤１錠を投入します。 

投入時期の目安としては、月の中旬を目安に投入してください。 

 

３ 協力謝礼金  薬剤１錠投入につき１０円（上限：１２，０００円／６か月間となります） 
 

４ 参加申込  同封しました「ボウフラ駆除事業連絡票」（別紙）網掛部分に必要事項をご記入 

いただき、荒川区保健所生活衛生課あて令和８年４月３日（金）までに送付を 

お願いいたします。 

（生活衛生課の窓口又は区民事務所に持参していただいても結構です。） 

 

５ 薬剤配付  ボウフラ駆除剤は、４月の平日（8:30～17:15）にお届けします。 

            （配達先に予め電話連絡をした上で区職員が配達します。） 

途中でボウフラ駆除剤が足りなくなってしまった場合や、途中から新規で参加 

していただける場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

 

【問い合わせ】荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係   

                                     電話  ３８０２－３１１１ 内線４２６ 

ＦＡＸ  ３８０６－２９７６ 
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見 本                         （別紙） 

ボウフラ駆除事業連絡票 
町会・ 

自治会名 
 

参加の可否 参加 ・ 不参加 

実施期間 

【５ 月 ・ ６ 月 ・ ７ 月 ・ ８ 月 ・ ９ 月 ・ １ ０ 月】 

Ⓐ合計   か月間 

１か月当たりの投入数はいくつですか Ⓑ     個 

薬剤希望数 

ⒶとⒷを掛け算した数を記入してください。 

Ⓐ×Ⓑ＝            個 

前年度実績 

（Ⓐ×Ⓑ） 
貴町会の令和７年度の申込個数は       個です。 

薬剤の配達先 

氏 名 (受取人名) 

役 職 会長 ・ 副会長 ・ 衛生部長 ・ 他（        ） 

住 所 
荒川区 

（建物名等） 

電 話 
固定電話     (          ) 

携帯電話          (          ) 

●網掛け部分にご記入ください。 

●薬剤は４月の平日の日中（8:30～17:15）にお届けします。（予め電話連絡します。） 

●薬剤配達の都合上、締切日：令和８年４月３日（金）までに FAX していただくか、保健所生活

衛生課又は区民事務所へご持参ください。 

●途中で薬剤が足りなくなった場合や途中からの新規参加も受け付けておりますので、下記の

連絡先までご連絡下さい。 

  問い合わせ先                 

荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係 

 電話：０３－３８０２－３１１１ 内線４２６ 

 

荒川区保健所生活衛生課環境衛生係あて 

FAX：３８０６－２９７６ 
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荒川区ボウフラ駆除事業注意事項 

1 
 

ボウフラ駆除薬剤の取り扱いについて 
荒川区のボウフラ駆除事業にご協力いただきありがとうございます。 

ボウフラ駆除薬剤を使用する前に取り扱い等について確認をお願いします。 

 

１ ボウフラ駆除薬剤の性質 

  ○昆虫成長制御剤（IGR）の１つで、ボウフラの羽化を阻害して蚊にならなくする殺虫

剤です。成分のピリプロキシフェンは幼若ホルモン様活性物質です。 

これはボウフラを直接殺すものではないため、入れてすぐにボウフラが死ぬことは

ありません。 

  ○標的害虫に特異的な作用を示します。 

魚など虫以外の生物に対する毒性は極めて低く、安全な薬剤です。 

  ○水に入れると泡を出して溶け、拡散します。 

  ○効果は、静水域で約1か月続きます。 

（投入直後に大雨などで薬剤が流れてしまうと効果がなくなってしまいます） 

 

２ 薬剤使用方法 

① 投入時期及び投入前の注意 
   ・月１回投入してください。 

あらかじめ毎月入れる日にちを決めておきましょう。 

   ・雨の直前・直後は避けます。天気予報に注意して投入する日を決めましょう。 

   ・薬剤は砕けやすいので、丁寧に扱いましょう。 

   ご注意 薬剤の毒性は強くありませんが、手袋をしたほうが安全です。 

素手で扱った後は、石けんと水で手をよく洗いましょう。 

 

② 雨水ますへの投入方法 
   ・道路の雨水ますや敷地内の排水口に薬剤を１錠そのまま投入してください。 

・雨水ますに１錠入れれば十分です。複数入れても効果は変わりません。 

ボウフラ 
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荒川区ボウフラ駆除事業注意事項 

2 
 

・水の溜まっていない雨水ますに入れる必要はありません。 

・水を取り替えられる場所（防災バケツ等）には薬剤を入れないでください。 

  １週間に１回程度水を取り替えることでボウフラの発生を防げます。 

   ご注意 国道など交通の激しい道路での作業は危険ですので避けましょう。 

植木鉢のお皿には投入しません 

雨水ますにのみ投入します  

     

③ 湿気・水濡れ厳禁 
  ・水や湿気に弱いので、袋をしっかり密閉し、乾いた冷暗所に保管しましょう。 

   湿気を含むとぼろぼろに崩れ、効果を発揮できなくなります。 

  ご注意 ラムネのような外観なので、誤飲されないよう保管に注意してください。 

 

●危険有害性情報 

 ・燃焼ガスを吸入すると有害（CO、NOx等）です。 

 ・水生生物は種類によって毒性があります。 

  

●注意 

使用前に本記載内容をよく読み、小児の手の届くところに置かない。 

してはいけないこと 

薬剤を口や目に入れないこと 

病院にて診察してもらうこと 

万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、

めまい、吐き気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し医師の診察を受

けてください。 

医師の診察を受ける際には、薬剤がジフェニルエーテル系の殺虫剤であること、薬剤

の名称（不快害虫用スミラブ発泡錠）、成分名（ピリプロキシフェン）、症状、被曝状況

などについて出来るだけ詳細に医師へ告げてください。 

オニボウフラ 

このお皿には

入れない 
良くない例 
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荒川区ボウフラ駆除事業注意事項 

3 
 

●使用に際しての注意 

（１）定められた用法及び用量を遵守してください。 

（２）薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の方は、薬剤作業に

は従事しないでください。 

（３）環境を汚染しないよう乱用を避けてください。養殖池や井戸、地下水を汚染する恐

れのある場所や、ミツバチや蚕などに被害を及ぼす恐れのある場所には使用しない

でください。 

（４）食品、食器、飼料、おもちゃ、愛玩動物、寝具、衣類などはあらかじめ他へ移すか、

あるいは格納し、薬剤がかからないようにしてください。 
●使用中又は使用後の注意 

（１）使用後は必ず手や指などを石けんと水でよく洗うとともに、水でうがいをしてくだ

さい。 

（２）万一、薬剤が口や目などに入ったときには、直ちに水でよく洗い流してください。

また、必要に応じ医師の診察を受けてください。 

●保管上の注意 

（１）繰り返しますが、湿気厳禁です。 

湿気を吸ってしまうと薬剤が崩壊し始め、投入しても発泡せずに効果が落ちて 

しまいます。そのため使用後、残った薬剤は必ず防湿袋の封をしましょう。 

（２）食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない所で直射日光が当たらない 

乾燥した涼しい場所に保管してください。 

●その他の注意 

（１） 使用済みの袋は適切に処分してください。 
（２） 一度開封した薬剤は速やかにお使いください。                 

そのまま放置していると湿気を吸い、効果が落ちてしまいます。 

（３） 使用に際し、ご不明な点や事故などがあった場合は製造元へご連絡ください。 
【中毒時の緊急連絡先】 

●公益財団法人 日本中毒情報センター 

         ※事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る 

中毒１１０番 (大 阪) ０７２－７２７－２４９９ (２４時間対応) 

         (つくば) ０２９－８５２－９９９９ (９時～２１時対応) 

 

 

 

 

  

 

【問い合わせ先】  

荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係 

☎ ０３－３８０２－３１１１ 内線４２６ 
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７荒健衛第４３８３号 

令和８年３月５日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会長・自治会長 様 

 

                      荒川区保健所 生活衛生課長 

                                        田久保 英世 

 

「蚊の発生防止強化ポスター」掲示のお願い 

 

 平素より、当区の環境衛生行政について格別のご理解とご協力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

 区では蚊の発生する季節を迎え、デング熱やジカウィルス感染症等の蚊媒介感染

症予防の啓発用ポスターを作成しました。 

 つきましては、各町会・自治会様において、掲示版でのポスター掲示についてご協

力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ ポスターの内容 

 （掲示用）ポスター 「あら、蚊はどこから・・・」 

 

２ ポスターの掲示期間 

   令和８年５月～１０月（可能な範囲でお願いします） 

   ポスターが破れたり、汚くなった場合、撤去していただいてかまいません。 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係 

電話 ３８０２－３１１１内線４２６ 

                           FAX ３８０６－２９７６ 
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バケツ 古タイヤ

空きかん 空きびん
ペットボトルつまった雨どい

発行 ： 荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係
登録番号 ： 令和●年●月（●●）●●●号

荒川区保健所では、蚊の発生を防ぐため、
町会や自治会と協力して、雨水ます、
区内の公園、児童遊園、防災広場等に
ボウフラ駆除剤の投入を行っています。

蚊の発生を減らすため
蚊が卵を産む「たまり水」を
なくしましょう！

デング熱、ジカウイルス感染症は
蚊が媒介する感染症です。
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７荒防土第５６１４号 

令和８年３月５日 

 

町会連合会会長 各 位 

                      

荒川区防災都市づくり部 

                      土木管理課長 大 木 浩 

 

 

「第 20 回尾久の原公園シダレザクラ祭り」のポスターの掲示について（依頼） 

 

 

春暖の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、当区の緑化事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて当区は、尾久の原公園シダレザクラの会と共催し、令和８年３月２８日に「第２０

回尾久の原公園シダレザクラ祭り」を開催する運びとなりました。  

なお、当日雨天の場合は、令和８年３月２９日に順延します。 

つきましては、このことについて区民の皆様に広く周知し、多くの方々にご参加いただ

くため、ポスターの掲示をしていただきたく、毎度のお願いで恐縮ですがよろしくお願い

申し上げます。 

 

記 

 

１ 依頼事項 

「第２０回尾久の原公園シダレザクラ祭り」のポスターの掲示 

 

２ ポスターの掲示期間 

ポスター配付日から令和８年３月２９日（日）まで  

 

 

 

問合せ  荒川区防災都市づくり部土木管理課 

維持みどり係 八頭司、高橋、吉村 

電話 ０３－３８０２－４４８３ 
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７荒防土第５６２１号 

令和８年３月５日 

 

町会連合会会長 各 位 

                      

荒川区防災都市づくり部 

                      土木管理課長 大 木 浩 

 

 

「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真コンクールのチラシの回覧について（依頼） 

 

 

春暖の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、当区の緑化事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、当区は、尾久の原公園シダレザクラの会と共催し、「尾久の原公園シダレザクラの

ある風景」写真コンクールを開催する運びとなりました。  

つきましては、このことについて区民の皆様に広く周知し、多くの方々にご参加いただ

くため、チラシの回覧をしていただきたく、毎度のお願いで恐縮ですがよろしくお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 依頼事項 

「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真コンクールのチラシの回覧 

 

 

 

  

 

 

 

問合せ  荒川区防災都市づくり部土木管理課 

維持みどり係 八頭司、高橋、吉村 

電話 ０３－３８０２－４４８３ 
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テ ー マ 尾久の原公園のシダレザクラ
※公園北側の隅田川沿い・東尾久運動場のシダレザクラも含みます

応募締切 令和8年5月29日（金）（必着）

応 募 資 格 どなたでも応募できます。

贈 賞 最優秀賞、優秀賞、佳作を決定し、記念品（五千円相当）を贈呈します。

応募方法等 左記の二次元コードからご応募ください。また、区役所北庁舎２階

尾久の原公園シダレザクラの会事務局又は各区民事務所、各図書館

にて配布している応募要領をご確認ください。

応 募 方 法

【主催】 尾久の原公園シダレザクラの会 【問合せ】 尾久の原公園シダレザクラの会事務局 電話：03-3802-4483

さらに、入選作品はお祭りのポスターや
区報等の広報に使用させていただきます！

写真コンクール作品募集
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<キリトリ線>

令和８年「尾久の原公園シダレザクラのある風景」写真コンクール 応募用紙

令和８年「尾久の原公園シダレザクラのある風景」
写真コンクール応募要領

「尾久の原公園のシダレザクラ」をテーマにした情景写真
※公園北側の隅田川沿い・東尾久運動場のシダレザクラも含みます。

応募条件

応募方法

問合せ先

贈 賞

注意点

主 催

どなたでも応募可能です。

尾久の原公園シダレザクラの会

応募資格

テーマ

〒１１６－８５０１ 東京都荒川区荒川二丁目２番３号
荒川区役所土木管理課内 尾久の原公園シダレザクラの会事務局
電話 ０３－３８０２－３１１１（内線２７５２）

最優秀作品、優秀作品、佳作を選出します。
※入賞者には記念品（五千円相当）を贈呈します。
入選作品は尾久の原公園シダレザクラ祭りのポスターや区報などの広告に使用させていただきます。

入選発表
入賞者のみに、令和８年3月末までに、個別でご連絡いたします。
※入賞作品はネガ、データ（CD-Rもしくはメール）を提出していただきます。応募作品の版権は主催
者に帰属します。

▲応募フォーム

●応募作品は著作権や肖像権、プライバシーを侵害する恐れのないものに限ります。作品に人物が含まれる場合
については応募者が必ず承諾を得てください。
※中学生以下の方が映っている場合は保護者の承諾を得てください。

●被写体の肖像権や著作権等は、応募者の責任において承諾を得てください。第三者からの権利侵害や損害賠
償などの苦情、請求、異議申し立て等があった場合、応募者がすべて対処するものとします。主催者及び区は
一切の責任を負いかねます。

●応募規定及び公序良俗に反するもの、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害し、または侵害する恐れ
のあるものについて、主催者は何ら通知などを行なわずに、審査の対象外とすることができるものとします。

●危険な行為や周辺への迷惑等、無理な撮影をしないように十分注意してください。
●応募作品の返却はしません。
●ポスターや区の広報に使用する際は、著作者の承諾を得ることなく応募作品の一部を加工する場合があります。

令和８年3月19日（木） から 令和８年5月２９日（金）まで （必着）

審 査 尾久の原公園シダレザクラの会及び一般投票

応募期間

●本コンクールは、デジタル写真のオンライン応募および紙焼写真の郵送（または持参）による応募と
します。

●オンライン応募作品の形態は、撮影した画像データまたはスキャン画像データ（JPEG形式のみ）に
限ります。
●応募作品は応募者本人が撮影したオリジナルの未発表作品に限ります。
●応募者１人につき１作品の応募とします。※ご家族や他人の名前を使用して応募することは固くお断
りいたします。

●画像の加工、合成をしたものは不可とします。※軽微な色の調整は可とします。

【オンライン応募の場合】右記の二次元コードを読み込み、応募フォームからご応募ください。
【郵送・持参の場合】下記応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真と併せて問合せ先まで
ご応募ください。※写真はカラープリントで、A4サイズまたは四つ切りとします。

氏名

 フリガナ

電話

住所

撮影日

注意点に
ついて

 〒　　　 －

　　令和 8 年　　　　　　月　　　　　　日

□注意点について確認しました。※確認し✓をお願いします。
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説明資料 

教育委員会事務局教育施設課 

学校施設建替え計画の検討状況（中間報告３回目）について 

内 容 

 

１ 概要 

学校施設建替え計画案について、中間報告２回目から変更を行うとともに、

建替えに伴う教育の質の向上についての考え方をまとめたので、３回目の中間

報告を行う。 

 

２ これまでの経緯 
  令和６年１２月 ４日  文教・子育て支援委員会報告（中間報告） 
  令和７年 ７月 １日  文教・子育て支援委員会報告（中間報告２回目） 
       ７月～１０月 小中学校長会、町会連合会、小中学校 PTA 連合会、 

瑞光小・汐入小・汐入東小・六瑞小・六日小の 
在校生保護者等、区立・私立保育園及び幼稚園園長 
地区委員会会長等への説明 

      １０月１６日  文教・子育て支援委員会報告 
（保護者説明会実施状況及び今後の予定） 

      １１月     町屋・日暮里地区委員会への説明 
 
３ 中間報告２回目からの変更点等 
（１）代替校舎の候補地について 
新たに荒川遊園Ｂ地区を候補地とし、これに伴い第六瑞光小敷地内について
候補地から除外する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）荒川遊園Ｂ地区を候補地とした理由 
・中間報告２回目時点の代替校舎候補地である４か所は、区の東側に多く位置 
 しており、荒川遊園Ｂ地区に代替校舎を確保することで、可能な限り近い場 
 所に代替校舎を設置することができる。 
・中間報告２回目時点の検討状況では、尾久地域の学校は、汐入東小や生涯学 
 習センターの代替校舎に通う想定となっていたが、荒川遊園Ｂ地区の代替校 
 舎に変更することで、通学時間の短縮、児童の負担軽減、保護者の不安の軽 
 減を図ることができる。 
・荒川遊園Ｂ地区の周辺には、スポーツハウスと運動場があるため、改めて整 
 備することなくプール授業や校庭として利用できる。 
・第二期以降の建替え時にも代替校舎として活用することで、尾久地域の児童 
 生徒の負担軽減等に繋がる。 
 

【中間報告２回目時点】 
代替校舎候補地 

 
【変更後】 
代替校舎候補地 

生涯学習センター 
 

生涯学習センター 

汐入東小  汐入東小 

第五中敷地内  第五中敷地内 

第六瑞光小敷地内  荒川遊園Ｂ地区 
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（３）荒川遊園Ｂ地区を活用するための流れ 
・都市公園内に占用許可を得て代替校舎を設置することになるため、国家戦略
特別区域法などの活用に向けて、関係機関と協議を進めていく。 
※なお、当該地区を活用する場合には、遊びと学びのハイブリット施設として
再整備する方針を変更することとなる。 

 
４ 新たなロードマップの考え方 

◆教室不足への対応のため第六日暮里小の１校目着手（令和１３年度）は変更 

せず、生涯学習センターの代替校舎としての活用時期も変更しない。 

◆尾久地域の学校は、より近い代替校舎を利用できるよう代替校舎を荒川遊園 

 Ｂ地区とし、令和１５年度から活用する。 

◆尾久宮前小は、荒川遊園Ｂ地区に比較的近いことから、最初にこの代替校舎 

 を活用することとし、４年前倒しする。このため、赤土小を第二期へ変更し、 

 これに伴い、第四峡田小を第一期に繰り上げる。 

 

通学について 

・可能な限り近い代替校舎に通学できるよう変更し、より安全な通学ができる 

ようにする。 

⇒第二峡田小→生涯学習センター、尾久宮前小・赤土小→荒川遊園Ｂ地区、 

第四峡田小→第五中 

※第二期以降も、尾久地域の学校は荒川遊園Ｂ地区の活用を検討する。 

 

小中一貫教育について 

・第七峡田小・第五中：令和１１年構想・設計に着手（２年前倒し）し、開 

           校を令和２０年度から令和１８年度にする。 

・赤土小・第九中   ：荒川遊園Ｂ地区の代替校舎を利用できるよう令和１ 

           ７年構想・設計に着手（２年後倒し）し、開校を令 

           和２２年から令和２４年度にする。 

 

統合等に関して 

＜汐入東小＞ 

・合意形成の時間を確保するため閉校時期を３年後倒しにし、令和１５年度末 

とする。 

＜瑞光小＞ 

・代替校舎として活用する汐入東小の閉校を３年後倒しにすることから、新校 

舎の供用開始を令和１８年度から令和２１年度とする。 

 ・汐入東小代替校舎へのバス通学は変更なし。 

＜第六瑞光小＞ 

・瑞光小の新校舎が出来る前年度の令和２０年度末までの設置とする。 

・汐入東小の代替校舎は利用しない。このため、バス通学はしない。 

・その後は、既存校舎を解体のうえ、新たに多様な学びができるような場等に 

  ついて検討する。 

 

◆新たなロードマップ案は別紙１のとおり 
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５ 建替え期間中の対応 
（１）通学の方法について 
代替校舎が歩ける範囲にある場合は、徒歩での通学とするが、距離のある場 
合には、スクールバス等の通学手段とするなど、他自治体事例等を参考に、区 
内の道路や交通状況を考慮し、安全安心に通学できるよう具体的な検討を進め 
ていく。 
 
（２）子ども達への対応について 
  建替え期間中、児童生徒の心理的負担を軽減するために、スクールカウンセ 
ラー等による相談体制の充実などを図る。 
校舎の建替えという特別な経験であることを前向きに捉えるために、建替え 
中の工事現場や建設工程の見学などを通して、興味・関心を引き出す機会とす 
ることを検討する。 
 
（３）学校施設の利用について 
学校施設は、様々な用途で地域の方に利用されているため、建替え期間中の 
対応について、各学校施設について検討を進める。 
特に、災害時の避難所について、建替え対象校の近隣において、代替となる場 
所を関係部署と連携し検討する。なお、避難所が変更となる際には、相当の期 
間を設けて混乱が生じないよう周知に努める。 
 
６ 教育の質の向上についての考え方 
（１）新しい学校の施設について 
 ア）新しい学校の整備方針 
建替え後の新しい学校は、下記の５つの視点を基本に、伝統や個性、地域性等
を考慮して、学校ごとに特色のある活動や多様な教育活動を推進できる校舎と
していく。また、設計の際には地域の方々等も含めてどのような学校にしてい
くのか、議論する場やワークショップ等の開催も検討し、地域一体となり新し
い学校を作っていく。 
・新しい時代の学びの実現※ 
・安全安心 
・快適な空間及び維持管理のしやすさ 
・環境に配慮し、持続可能な社会に資する 
・地域の拠点 
※「新しい時代の学び」とは、文部科学省が提唱している、現代社会の変化 
 に対応するための新しい教育のあり方であり、これまでの「知識の詰め込 
み」から「知識をどう活用するか」について、学習の目的と方法を転換す 
ることであり、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実、ＡＩ化やグ 
ローバル化が進む予測困難な現代社会において、資質・能力の転換、「主体 
的・対話的で深い学び」の実現をしていくことである。 

 
イ）学校施設の整備水準 
  建替え後の学校施設については、一定の水準を確保するため、基本的な整備 
 の考え方等をまとめた「学校施設整備水準」を策定予定である。例として、教 
室の面積の拡大、少人数教室・クールダウンスペース・登校サポートルーム・ 
多目的スペースなど多様な空間の確保、学校図書館のさらなる充実、職員室な 
ど教職員の働きやすい執務環境の整備、施設の地域貸し出し機能や地域避難所 
機能の強化、バリアフリー対応などを検討し、教育環境の向上を図る。 
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（２）小中一貫教育について 
ア）小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校の違い 
小中一貫校と義務教育学校の違いは、以下のとおりである。 
区では、小学校と中学校のそれぞれの組織体制が形成できる小中一貫型の小 

 学校・中学校を検討していく。 

 
小中一貫型小学校・中学校 義務教育学校 

組織 小・中それぞれに教職員組織 １つの教職員組織 

教員免許 所属する学校の免許が必要 原則小中学校両方の免許が必要 

教育課程 
９年間の系統性・体系性配慮がなされている教育課程の編成 

９年間の教育目標の設定 

校名 

既存校名は変わらないが、学校
全体を呼ぶための通称名を小
学校名と中学校名の前に付け
るケースが一般的 
例：○○学園＋◇◇小・△△中 
 （※通称名＋正式学校名） 

既存の小学校と中学校の校名は

廃止し、新たに義務教育学校と

しての校名をつける。 

 

例：〇〇学園 

（※正式学校名） 

 
 イ）小中一貫教育のメリット・デメリット 
小中一貫教育におけるメリット・デメリットとして以下が挙げられる。 

メリット  デメリット 

〇異学年との交流の機会が増える 
〇きめ細やかな指導により、中学
校への進学に際して、子どもた
ちは速やかに順応できる 
〇中１ギャップの緩和に寄与する 

 ●９年間、同一集団と生活すること
による人間関係の固定化 
●中学生とともに生活することに
よる小学生高学年のリーダー性・
主体性の育成の困難さ 

 
ウ）区がめざす小中一貫教育のすがた ※詳細は別紙２のとおり 
区では、以下の４つの項目を目指すべきものとして、小中一貫教育を推進し 
ていく。 
・９年間をとおした学び 
小学校６年、中学校３年の学習内容を分断せず、９年間を一貫して見通すこ 
とで、学びのムダ・ムラをなくし、確かな学力を効率的に定着させる。 
⇒指導の専門性と継続性によって、子ども達の「なぜ？」と「もっと知りたい！」 
を引き出す。 
・中１ギャップの解消 
子どもたちの不安を解消し、安心・スムーズな進級で「中 1ギャップ」を無 
くしていく。 

 ⇒進学の不安を「期待」に変え、小中一貫教育校の強みとする。 
・豊かな人間性 
施設が一体化することで、日常的に小中学生が交流する機会が生まれ、子ど 
もたちの心を豊かに育む。 
⇒９年間という長い時間軸の中で、多様な人間関係を築き、社会性を大きく伸 
ばしていく。 
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・一貫した連携体制 
小学校の先生が中学校へ、中学校の先生が小学校へと、子どもたちの学習状 
況や生活面での情報を継続的に共有する。 
⇒学校と家庭が手を取り合って見守る体制を構築する。 
 
（３）少人数指導について 
ア）新時代の「あらかわの学び」を支える柔軟な学習空間の創出 
・全ての学校において、これまでの３５人学級対応に加え、少人数指導やグル 
ープ学習へ柔軟に対応できる教室や、多様な学習形態を可能とするスペース 
を計画的に配置する。 
・これにより、児童・生徒一人ひとりに「きめ細やかな指導」が行き届き、誰 
もが落ち着いて主体的に学べる未来志向の学習環境を整備する。 

 
 イ）ハードとソフトの両面で実現する質の高い教育体制 
・建替え後の施設機能を最大限に活かし、学校規模に応じた適切な教職員配置
を維持・充実させる。 
・特に習熟度別少人数指導を担う教員を配置し、学級担任との連携のもとで、 
児童・生徒の可能性を最大限に引き出す指導体制の充実を図る。 

 
（４）特別支援教育等の充実について 

 ア）建替えに合わせたハード面の充実 

・肢体不自由のある児童生徒の負担軽減等の観点から、特別支援学級及び学級 

職員室を原則１階に配置する。 

・障がいの有無に関わらず日常的な交流や共同学習が促進されるような教室の 

 配置とする。 

・気持ちを落ち着かせるためのクールダウンスペースや、多様な学習ができ教 

室に入りづらい児童生徒の居場所となる登校サポートルームを設置する。 

 

イ）多様な学びができる場等について 

 ・不登校児童生徒の居場所や夜間学級等の様々な年齢や国籍の児童生徒が多様 

  な学びを受けられる場等を検討していく。 

 

 

今 後 の 

予 定 

令和８年４月 以降 関係する学校の保護者説明会等 
（第七峡田小・第五中・尾久宮前小） 
地域への説明 

８月    文教・子育て支援委員会（素案の報告） 
９月    パブリックコメントの実施 
１１月    文教・子育て支援委員会 

（パブリックコメントの結果及び計画の報告） 
学校施設建替え計画策定 
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第一期建替えロードマップ案
←第一期→ ←第二期→

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

生涯学習センター（既存）

第五中学校敷地内（新設）

荒川遊園B地区（新設）

汐入東小学校（既存）

第六日暮里小学校

第七峡田小学校

尾久宮前小学校

瑞光小学校 〇新校舎供用開始

第二峡田小学校 〇新校舎供用開始

第四峡田小学校

＜第二期＞

赤土小学校

第六瑞光小学校

： 構想・設計

： 代替校舎改修・建設（解体含む）

： 建替え（解体含む）

  ※第二期のロードマップはR12頃策定予定  

代
替
校
舎

〇第六日暮里小学校
　代替校舎使用開始

〇第二峡田小学校
　代替校舎使用開始

〇第七峡田小学校
　代替校舎使用開始

〇第四峡田小学校
　代替校舎使用開始

〇赤土小学校
　代替校舎使用開始

閉校予定

〇第二期以降の対象校は以下の予定だが、今後の学校施設の劣化状況、児童生徒数の推移、社会情勢等により建替えの順序を決めていく。

〇第一期は、令和８年から令和17年までに設計に着手する小学校６校が対象。

第
一
期
対
象
校

〇小中一貫校供用開始
　(諏訪台中学区の一部）

〇小中一貫校供用開始
　（第五中）

〇新校舎供用開始

〇新校舎供用開始

対
象
校

〇小中一貫校
供用開始
（第九中）

R15年度末

生涯学習センター代替校舎

汐入東小代替校舎

第五中代替校舎

生涯学習センター

代替校舎

遊園B地区代替校舎

遊園B地区代替校舎

第五中代替校舎

R20年度末

まで設置

〇瑞光小学校

代替校舎使用開始

〇尾久宮前小学校

代替校舎使用開始

第二瑞光小学校 第一中学校
第三瑞光小学校 第四中学校 第三峡田小学校 花の木幼稚園
第六瑞光小学校 第五中学校 第五峡田小学校
第九峡田小学校 第七中学校 尾久西小学校
尾久小学校 第九中学校 尾久第六小学校
赤土小学校
大門小学校

第一日暮里小学校

第二期対象校（R18～R27） 第三期対象校（R28～R37）
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別紙１



別紙２ 

◆荒川区がめざす小中一貫教育のすがた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの不安を解消し、安心・スムー
ズな進級で、いわゆる「中 1ギャップ」をな
くしていく。 
 
 
▶環境の継続 
慣れ親しんだ校舎、顔見知りの先生方がい
る環境で、中学校生活をスタートできる。 
▶学習の予習 
小学校高学年（５・６年生）の段階から、
中学校の先生が一部の授業に関わり、学習ス
タイルや授業の難易度について少しずつ慣
れることができる。 
▶心の準備 
環境が劇的に変わらないため、子どもたち
は学習に集中でき、不安なく中学校のスター
トラインに立つことができる。 
▶異年齢交流の充実 
小学校高学年としてリーダー性を発揮し
つつ、中学生から「学び」、より高度なリーダ
ーシップへと成長する機会を得られる。 
 
⇒進学の不安を「期待」に変え、小中一貫教
育校の強みとする。 
 

小学校６年、中学校３年の学習内容を分
断せず、９年間を一貫して見通すことで、
学びのムダ・ムラをなくし、確かな学力を
効率的に定着させる。 
 
▶９年間の小中一貫教育カリキュラム 
小中の先生全員が、全学年の学習指導計

画を共有・調整することで、復習や応用が
最適なタイミングで行うことができる。 
▶中学校の専門性を活用 
中学校の理科、音楽、そして特に英語な
ど、専門性の高い先生が小学校の指導にも
積極的に関わる。 
▶荒川区の特色「英語教育」 
長年の英語教育の経験を活かし、９年間
で系統的に指導することで、子どもたちが
「使える英語力」を確実に身につけること
ができる。 
 
 
 
 
⇒指導の専門性と継続性によって、子ども
たちの「なぜ？」と「もっと知りたい！」
を引き出す。 

施設が一体化することで、日常的に小中学
生が交流する機会が生まれ、子どもたちの心
を豊かに育む。 
 
▶小学生の成長 
中学生の真剣な学習態度や、部活動に励む
姿を間近に見ることで、「自分もこうなりた
い」という目標や憧れを抱き、小学校生活を
積極的に送ることができる。 
▶中学生の成長 
委員会活動や学校行事で、下級生を指導す
るなど、手本となることで、強い「責任感」
と「優しさ・思いやり」が育まれる。 
 
 
 
⇒９年間という長い時間軸の中で、多様な人
間関係を築き、社会性を大きく伸ばしてい
く。 
 

小学校の先生が中学校へ、中学校の先生が
小学校へと、子どもたちの学習状況や生活面
での情報を継続的に共有する。 
 
▶一貫した相談体制 
思春期における心や体の変化など、難しい
時期の悩みも、９年間の成長過程を理解した
先生が連携して相談に対応できる。 
▶切れ目のない支援 
万が一、子どもが学校生活でつまずいた際
も、学校全体が一丸となって、継続的かつき
め細やかなサポートを提供する。 
▶複数クラスの確保 
一定のクラス規模を確保し、計画的なクラ
ス替えを実施する。 
 
⇒子どもの大切な９年間を、学校と家庭が手
を取り合って見守る体制を構築する。 
 
 

中１ギャップの解消 ９年間をとおした学び 

豊かな人間性 一貫した連携体制 
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７荒区生第９８１号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

荒川区交通安全運動主催機関 各位 

 

荒川区交通安全対策協議会事務局 

区民生活部生活安全課長 

 

 

令和８年春の荒川区交通安全運動実施結果報告書の提出について（依頼） 

 

 日頃から、荒川区の交通安全事業にご理解・ご協力いただき、誠にありがとう

ございます。 

 さて、令和８年春の交通安全運動が４月６日（月）から同月１５日（水）まで

の１０日間実施されます。 

 つきましては、ご多用中誠に恐縮ですが、運動の結果を、別紙「令和８年春の

荒川区交通安全運動実施結果報告書」にご記入の上、ご提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 報 告 書  別紙のとおり 

 

２ 提出期限  令和８年４月２２日（水） 

 

３ 提出方法  役所分庁舎２階、区民事務所までお持ちいただくか、 

下記の提出先にＦＡＸまたは電子メールまたは専用フォーム 

にてご提出ください。 

 
４ 提 出 先  区役所分庁舎２階 

         生活安全課交通安全係担当：人見・佐藤 

電 話３８０２－３１１１ 内 線４８９ 

 FAX ０３－３８９１－８８９２   

電子メールまたは専用フォームでの提出：裏面参照 
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  実施結果報告書を電子データでご提出希望の場合 

 

 

交通安全運動実施結果報告書の提出方法について、電子メールでも提出出来る

ようにして欲しいとの要望が複数寄せられているため、FAX または郵送以外で、

下記の方法でも受け付けられるようにいたしました。電子メールまたは専用フォ

ームでの提出を希望される方は、下記の要領でご提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 電子メールで提出する場合 

① 提出方法 荒川区ホームページ（下記アドレス参照）の専用ページから 
     実施結果報告書（ワード文書）をダウンロードし、必要事項 

を入力して保存したデータを、提出先メールアドレス（専用 

ページにもリンクが貼られています）宛に送信してください。 

なお、件名は必ず「令和８年荒川区春の全国交通安全運動実 

施結果報告書」としてくださいますようお願いします。 

② 専用ページアドレス（荒川区ホームページ） 
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a014/koutu-houkoku.html 

        ※荒川区ホームページのトップページの「探す」から、「自転 

         車・コミュニティバス・交通」「交通安全」「令和８年度春 

の荒川区交通安全運動実施結果報告書（関係団体用）」から 

でも見る事ができます 

③ 提出先メールアドレス（上記専用ページ内にもリンクが貼られています） 
        koutsutaisaku@city.arakawa.lg.jp 

 

２ 専用フォームに直接入力して提出する場合 

① パソコンから…電子メールで提出する場合の専用ページ（荒川        
区ホームページ）にリンクがございますので、 

そこから専用フォームに直接入力してください 

② スマートフォンから 
      …右の二次元コードをお手持ちのスマ 

ートフォン等で読み取り、専用フォ 

ームに直接入力してください  
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別紙 

令和８年春の荒川区交通安全運動実施結果報告書 
（令和８年４月６日(月)～４月１５日(水)） 

 

主 催 機 関 名  

連 絡 先 (電 話)  担 当 者  

 

１ 運動を推進するに当たり、開催した会議等 

開催日 会 議 名 会議の概要・議題 出席者数(出席団体) 

 

 

 

 

 

   

 

２ 運動期間中に実施した行事・事業 

実施日 行事・事業名 主 な 内 容 等 参加者数 

 

 

 

 

 

   

 

３ 今回の運動に関する反省・意見・次回以降への要望等 

 

 

 

 

 

４ 運動中にヒヤリハットした場所（交差点、歩道のない道路等） 

 

 

 

 

 

※お手数をおかけして誠に恐縮ですが、この実施結果報告書は、４月２２日（水）

までに区民事務所までお持ちいただくか、下記宛ＦＡＸ若しくは電子メール又は

専用フォームにてご提出をお願いします 

電子メールまたは専用フォ

ームでご提出の場合は、 

こちらをご覧ください  

 スマートフォン等から直

接専用フォームでご提出 

の場合は、こちらから  

 

 ＦＡＸ番号０３－３８９１－８８９２ 

電子メール：koutsutaisaku@city.arakawa.lg.jp 
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令和８年３月５日 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区町会連合会 

                           会長 鳥飼 秀夫 

 

東京アプリ 生活応援事業（東京ポイント）について 

 

 東京都が実施している本事業につきまして、利用を検討している町会員・自治会会員か

ら町会長・自治会長に問い合わせがあった場合の対応として、概要や利用方法、注意点等

を下記のとおり記載いたしましたのでご活用ください。 

 

記 

 

１ 東京都公式アプリ（通称：東京アプリ） 

   令和７年２月１７日にリリースされ、まずは社会的意義のある活動参加のためのポ

イント付与・交換など一部機能からスタートし、将来的に様々な手続きやサービスの

利用申請も行えるアプリへと発展させ、都民の利便性向上の目指すもの。 

    

２ 東京ポイント（１１，０００）について 

 （１）概要  都立施設などのチケットや、キャッシュレス決済のポイントと交換 

 （２）期間  令和８年２月２日から令和９年４月１日まで 

 （３）対象者 マイナンバーカードをお持ちの１５歳以上で、都に住民登録がある方 

 

３ 東京アプリの始め方と生活応援事業参加方法   別紙参照 

 （１）デジタル認証アプリの利用登録を予め行ってください。 

（２）マイナンバーカードをお手元にご用意の上進めてください。 

 

４ 注意すべき事項 

（１）ポイントは東京アプリをスマホに入れただけでは付与されません。生活応援事業

への参加申込みが必須です。申込み後、数日から１週間程度で付与されます。 

 （２）都職員が本事業に関して直接訪問することや電話・メールで連絡することはあり

ません。職員を騙った詐欺にご注意ください。 

 （３）本事業は令和９年４月１日まで実施されます。すぐに申込みをする必要はござい

ません。アプリの使用が慣れた上でポイント申込みすることをお勧めします。 
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令和８年３月５日 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区町会連合会 

                           会長 鳥飼 秀夫 

 

令和８年度「東京都 かわら版」に関する意向調査について 

 

 東京都と東京都町会連合会では、都の施策を都民に直接伝えるため、東京都町会連合会

の会員である町会・自治会の御協力の下、町会・自治会の掲示板を通じて情報を発信する

事業「東京都 かわら版」を実施しています。   

令和８年度の事業実施に当たり、下記のとおり御協力いただける町会・自治会の調査依

頼がありました。  

つきましては、お忙しいところ大変恐縮ではございますが、意向調査に御協力いただき

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 事業内容 

   都民の安心安全につながる都の施策を都民に直接伝えるため、町会・自治会の御協

力を得て、町会掲示板を通じた情報の発信（東京都 かわら版）を実施予定です。  

    都が作成する広報物（Ａ４サイズ）を年４回、御協力いただける町会・自治会に配

布しますので、保有する掲示版へ可能な限り１か月以上の掲示をお願いします。 

    

２ 掲示について 

（１）サイズ：Ａ４（１町会あたり１０ 枚）  

（２）スケジュール：年４回（５月、８月、１１月、２月）の掲示を依頼予定 

  

３ 事務交付金  

（１）協力町会・自治会に、10,000 円を交付（荒川区町会連合会に入金）  

（２）荒川区町会連合会に、1,000 円×協力町会・自治会数の事務交付金を交付  

（３）東京都町会連合会に 1,000 円×協力町会 自治会数の事務交付金を交付  

※ 年 4 回の掲示が要件  

 

 

問い合わせ 

荒川区町会連合会事務局 

荒川区区民課庶務係 担当：関沢 

電話 03-３８０２-３１１１（内線２５１３） 
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令和８年２月４日    

各町会・自治会 様 

 東 京 都 生 活 文 化 局     

都民生活部地域活動推進課      

 

外国人住民向けポケットカード及びチラシの活用について 

 

東京都では、在住外国人の方に生活に必要な情報や相談窓口をわか

りやすく知っていただくとともに、外国人への声掛けのきっかけとしてご活

用していただけるよう、「外国人住民向けポケットカード」を配布しています。 

町会・自治会の皆様におかれましては、新たに地域へ転入された外国

人の方や、日本での各種手続き等が分からずお困りの外国人の方などが

いらっしゃいましたら、円滑なコミュニケーションの一助として、ぜひ本カー

ドをご活用ください。 

また、あわせてチラシも配布していますので、地域にお住まいの皆様へ

の周知等にご活用いただければ幸いです。  

   

   「外国人向けポケットカード」及びチラシについては、各町会・自治会

においてご希望の部数をお送りしますので、是非お申込みください。 

 

○カード及びチラシの内容 ： 別紙１・２のとおり 

○申込方法 ： 以下 URL または QR コードから 

申込フォームに必要事項を入力してください。 

      URL：https://logoform.jp/form/tmgform/1009239  
 
        ※申込フォームからのお申込みが難しい場合は、以下担当まで 

直接ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

【担当】 

東京都生活文化スポーツ局都民生活部地域活動推進課 

事業連携担当 川内・宮下・佐藤 

電話：０３－５３２０－７７３８ （平日 9 時から 17 時まで） 

メール: Keizo_Sato@member.metro.tokyo.jp  
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【別紙１】 

大きさ 名刺サイズ、両面カラー刷り 

デザイン 【表】 

 

【裏】 

 

 

 

 

 

 

概要 東京で生活する外国人のための情報をま

とめたポータルサイト（東京都多文化共生

ポータルサイト）のコンテンツを紹介してい

ます。QR コードから、吹き出しに対応する

ページに直接アクセスできます。 

 

例）ごみの出し方は？ 

⇒区市町村のごみ捨てルールをまとめた

一覧ページに遷移します。 

 

 

東京で生活する外国人のための電話相

談窓口（東京都多言語相談ナビ）を紹介

しています。 

やさしい日本語を含む１４言語で対応しま

す。 

在留資格のこと、生活のこと、病院のこと、

学校・仕事のことなど、何でも相談できま

す。通話料金は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL 東京都多文化共生ポータルサイト（TIPS） 

※トップページ 

https://tabunka.tokyo-

tsunagari.or.jp/index.html  

東京都多言語相談ナビ（TMC Navi） 

https://tabunka.tokyo-

tsunagari.or.jp/soudan/ 

navi.html  

 

  

地図をクリックすると、 

知りたい自治体のゴミの出し方情報

（リンク）にジャンプ 
日・英ほか 75言語で対応 
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【別紙２】
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